
令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
二
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の

六
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
の
定
期
の
報
告
に
関
す
る
事
項
を

定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日
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務
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拓

経
済
産
業
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臣

梶
山

弘
志





小 売 業 に 属 す る 事 業 を 行 う 容 器 包 装 多 量 利 用 事 業 者 の 定 期 の 報 告 に 関 す る 事 項 を 定 め る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

小 売 業 に 属 す る 事 業 を 行 う 容 器 包 装 多 量 利 用 事 業 者 の 定 期 の 報 告 に 関 す る 事 項 を 定 め る 省 令 （ 平 成 十 八 年 財 務 省 、 厚 生 労 働 省 、

農 林 水 産 省 、 経 済 産 業 省 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 は 、 こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 二 重 傍 線 を 付 し た

規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

別記様式（第７条の６関係） 別記様式（第７条の６関係）
定 期 報 告 書 定 期 報 告 書

［略］ ［略］

事業者名 事業者名

事業者の代表者
の氏名

事業者の代表者
の氏名

事業者の所在地
電話（   ）

事業者の所在地
電話（   ）

業 種 業 種

当該事業者が営
む当該業種に属
する事業に加盟
する者の有無

作成責任者名

作成責任者名

第１表 容器包装を用いた量 第１表 容器包装を用いた量

素材区分 重量［㎏］ 素材区分 重量［㎏］

主としてプラスチック製の容器包装  主としてプラスチック製の容器包装 

 （参考）




（参考）

主として紙製の容器包装（主として
段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。）


その他の容器包装 

 合計

主として段ボール製の容器包装 

その他の容器包装 

合計

対前年度比（％）

うち、プラスチック製の買物袋

うち、厚手のプラスチック製の買物袋

うち、海洋生分解性プラスチック製の買物袋

うち、バイオマスプラスチック製の買物袋

うち、紙製の袋

主として紙製の容器包装（主として
段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。）



うち、主としてプラスチック製の袋

主として段ボール製の容器包装 

うち、主として紙製の袋

対前年度比（％）
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第２表 ［略］ 第２表 ［略］
第３表 容器包装の使用原単位（をで除して得た値） 第３表 容器包装の使用原単位（をで除して得た値）

年度 対前年度比（％） 年度 対前年度比（％）

主としてプラス
チック製の容器包
装

主としてプラス
チック製の容器包
装

うち、プラス
チック製の買
物袋

うち、厚手の
プラスチック
製の買物袋

主として段ボール
製の容器包装

原単位＝容器包装を用いた量（）当該容器包装を用いた量と
密接な関係をもつ値（）

うち、海洋生
分解性プラス
チック製の買
物袋

うち、バイオ
マスプラス
チック製の買
物袋

主として紙製の容
器包装

うち、紙製の
袋

主として段ボール
製の容器包装

その他の容器包装

第４表 ［略］ 第４表 ［略］

主として紙製の容
器包装

その他の容器包装

原単位＝容器包装を用いた量（）当該容器包装を用いた量と
密接な関係をもつ値（）

第５表 過去５年度間の容器包装の使用原単位の変化状況 第５表 過去５年度間の容器包装の使用原単位の変化状況

年度 年度 年度 年度 年度
５年度間平均
原単位変化 年度 年度 年度 年度 年度

５年度間平均
原単位変化

主として
プラスチック製
の容器包装

原単位 主として
プラスチック製
の容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

うち、プラス
チック製の買物

袋

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
主として紙製
の容器包装

原単位

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報





うち、厚手のプ
ラスチック製の
買物袋

原単位 主として
段ボール製の
容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

その他の
容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

うち、バイオマ
スプラスチック
製の買物袋

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

主として紙製
の容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

主として
段ボール製の
容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

その他の
容器包装

原単位

対前年度
比（％）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

うち、紙製の袋

うち、海洋生分
解性プラスチッ
ク製の買物袋

原単位

第６表 ［略］ 第６表 ［略］
第７表 判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組 第７表 判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組

対象項目 具体的内容 対象項目 具体的内容

目標の設定 （具体的内容） 目標の設定 （具体的内容）

消費者によるプラ
スチック製の買物
袋の排出の抑制を
促進すること

 プラスチック製の買物袋の有償による提供

消費者による容器
包装廃棄物の排出
の抑制を促進する
こと

 容器包装の有償による提供
 景品等の提供
 繰り返し使用が可能な買物袋等の提供
 容器包装の使用についての消費者の意思の確認
 その他

（具体的内容）

（具体的内容）
 容器包装（プラスチック製の買物袋を除く。）の
有償による提供
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（具体的内容）

自らの容器包装の
過剰な使用を抑制
すること

 薄肉化又は軽量化された容器包装の使用
 適切な寸法の容器包装の使用
 商品の量り売り
 簡易包装化の推進
 その他

（具体的内容）

情報の提供
〜

関係者との連携

［略］

自らの容器包装の
過剰な使用を抑制
すること

 薄肉化又は軽量化された容器包装の使用
 適切な寸法の容器包装の使用
 商品の量り売り
 簡易包装化の推進
 その他

情報の提供
〜

関係者との連携

［略］

 景品等の提供
 繰り返し使用が可能な買物袋等の提供

消費者による容器
包装廃棄物の排出
の抑制を促進する
こと

容器包装の
使用の合理化

 容器包装の使用についての消費者の意思の確認
 その他

（具体的内容）

容器包装の
使用の合理化

第８表 ［略］ 第８表 ［略］
備考 備考
１～３ ［略］ １～３ ［略］
４

フランチャイズチェーンの事業を行う者など、定型的な約款による契約に基づき継続的に、

商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業者（以下「本部事

業者」という。）又は当該事業に加盟する者（以下「加盟者」という。）は、「事業者名」の欄に、

本部事業者を記入すること。この場合には、本部事業者が加盟者を含めた容器包装を用いた量

及び取組を一括して各表に記入し、本部事業者が当該定期報告書を提出すること。


［新設］

５

・６

［略］ ４


・５

［略］

７

「当該事業者が営む当該業種に属する事業に加盟する者の有無」の欄には、４の「加盟者」

の有無を記入すること。


［新設］

８

この様式


において、「主としてプラスチック製の容器包装」及び「主として紙製の容器包装（主
として段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。）」とはそれぞれ、容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関する法律施行規則第４条第６号及び同条第４号に規定する容器包装の
区分に従うものとする。また、「プラスチック製の買物袋」は小売業に属する事業を行う者の容


器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべ

き事項を定める省令第２条第１項で定める「プラスチック製の買物袋」、「厚手のプラスチック

製の買物袋」は同項第１号に該当するもの、「海洋生分解性プラスチック製の買物袋」は同項第

２号に該当するもの、「バイオマスプラスチック製の買物袋」は同項第３号に該当するものとす

る。


６

第１表


において、「主としてプラスチック製の容器包装」及び「主として紙製の容器包装（主
として段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。）」とはそれぞれ、容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関する法律施行規則第４条第６号及び同条第４号に規定する容器包装の
区分に従うものとする。また、同表の「うち、主としてプラスチック製の袋」及び「うち、主


として紙製の袋」の欄は、任意記入とする。
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９

～

14 ［略］ ７


～

12 ［略］

［削る］

13 フランチャイズチェーンの事業を行う者のように、当該事業に加盟する者の容器包装を用い

た量を把握し、加盟する者と連携して取組を行っている場合にあっては、各表に記入するほか、

第７表の「関係者との連携」の欄に、当該事業全体における容器包装を用いた量の合計並びに

容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を記入すること。


備 考 表 中 の ﹇ ﹈ は 注 記 で あ る 。

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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